
自治体が各種証明書や郵送物で使用する

文字が標準化されます

現在、国では法律（※2）に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管

理してきた業務システム（※3）の統一・標準化を進めています。その際、文字

についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていな

い文字として独自に作成してきた文字（外字）ではなく、デジタル庁で作成し

た統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされてい

ます。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間や

コストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行

政サービスが実施できるようになります。

※２ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第40号）

※３ 対象システム 以下の20業務のシステム

①児童手当、②子ども・子育て支援、③住民基本台帳、④戸籍の附票、⑤印鑑登録、

⑥選挙人名簿管理、⑦固定資産税、⑧個人住民税、⑨法人住民税、⑩軽自動車税、

⑪戸籍、⑫就学、⑬健康管理、⑭児童扶養手当、⑮生活保護、⑯障害者福祉、

⑰介護保険、⑱国民健康保険、⑲後期高齢者医療、⑳国民年金

＜④戸籍の附票、⑪戸籍に関しては、従来の文字を保持し続けます。＞

さらに詳しく知りたい方はデジタル庁ホームページへ

https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/character-specification

小浜市

お し ら せ

どのように変わるのですか？
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いな

ど、デザインの差（「字形」の違い）の範囲内で変わ

る場合があります。漢字の骨組み（「字体」の違い）

は変わりません。

いつから変わるのですか？

令和７年度から順次導入されます。導入開始時期や、

対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異

なります。

デジタル庁

Q

A

Q
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標準化で何が変わるのですか？

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化する

ため、住民票の写しや自治体がみなさまへ発送する郵送

物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインに

なる場合があります。

Q

A

今までの漢字は使えないのですか？

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、

コンピューター処理などで使われるものであって、住民

の方が同じ文字を使用しなければならないというもので

はありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続け

ます。（※１）書類などに使う文字は、手書きの文字であ

ればこれまで通りに使えます。コンピューターから入力

する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

（※１）戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務

標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォ

ントを使用することを経過措置として可能とします。

Q

A

行政事務標準文字とは何ですか？

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を

使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模

災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデ

ジタル庁が作成しました。

Q

A

字体は同じだが、
字形（デザイン）が変わる例

文字構成要素の大きさの違い

文字構成要素内の画の長さの違い

文字構成要素内の曲げ止めと
曲げ跳ねの違い

文字構成要素内の画と画の接触、
非接触の違い

行政事務標準文字
導入についてのご案内


